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嘲
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
オ
「
愚
策
」
の
よ
う
に
、
自
ら
の
所
為
が
愚

か
で
あ
る
と
し
て
謙
遜
す
る
表
現
も
見
ら
れ
る
。

ア
　
臣
愚
以
為
陰
陽
者
王
事
之
本
、
群
生
之
命
。

　
　
臣
愚
以お

も
へ為

ら
く
陰
陽
は
王
事
の
本
、
群
生
の
命
な
り
と
。

 

（『
漢
書
』
巻
七
十
四
、
魏
相
丙
吉
伝
）

イ
　
愚
臣
竊
以
古
之
五
帝
明
レ
之
。

　
　
愚
臣
竊ひ

そ

か
に
以

お
も
ん
みる

に
古
の
五
帝
之
を
明
ら
か
に
す
と
。

 

（『
漢
書
』
巻
四
十
九
、
爰
盎
鼂
錯
伝
）

ウ
　 

愚
以
為
宮
中
之
事
、
事
無
二
大
小
一
、
悉
以
咨
レ
之
、
然
後
施
行
、
必

能
裨
二
補
闕
漏
一
、
有
レ
所
二
広
益
一
。

　
　 

愚
以
為
ら
く
宮
中
の
事
は
、
事
大
小
と
無
く
、
悉
く
以
て
之
に
咨は

か

り
、
然
る
後
に
施
行
せ
ば
、
必
ず
能
く
闕
漏
を
裨
補
し
、
広
益
す
る

所
有
ら
ん
と
。

　
　（
諸
葛
亮
「
出
師
表
」『
三
国
志
』
蜀
書
巻
五
、
諸
葛
亮
伝
、

 

『
文
選
』
巻
三
十
七
）

一
、
自
謙
の
「
愚
」
と
「
愚
息
」

　「
愚
息
」
は
、
一
部
の
漢
和
辞
典
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
和
製
漢
語

と
考
え
ら
れ（

１
）、

平
安
時
代
初
期
か
ら
用
例
が
見
え
る
。
た
だ
し
、
と
く
に

大
江
匡
衡
を
は
じ
め
と
す
る
十
世
紀
末
以
降
の
紀
伝
道
文
人
が
子
息
を

「
愚
息
」
と
称
し
た
こ
と
に
よ
り
、
広
く
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

「
鞭
撻
」
も
、
日
本
で
の
初
例
が
匡
衡
に
求
め
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
こ
ん

に
ち
常
用
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た（

２
）。

そ
こ
で
「
愚
息
」・「
鞭
撻
」
の
用
例
を
分
析
し
、
日
本
に
お
い

て
両
語
が
用
い
ら
れ
始
め
た
事
情
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
紀
伝
道
文

人
の
家
門
意
識
と
教
育
観
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
ず
「
愚
息
」
は
、
漢
語
で
あ
る
「
愚
」
と
「
息
」
と
を
組
み
合
わ
せ

た
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
愚
息
」
と
い
う
語
の
性
格
を
知
る
た
め
に
も
、

は
じ
め
に
「
愚
」
と
「
息
」
と
の
意
味
を
確
認
し
よ
う
。「
愚
」
は
自
謙

の
際
に
用
い
ら
れ
る
語
で
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
自
分
が
愚
か
で
あ
る
と

し
て
へ
り
く
だ
る
際
に
用
い
ら
れ
る
。
ア
～
ウ
は
み
な
皇
帝
に
対
し
て
へ

り
く
だ
る
も
の
で
、
と
く
に
イ
・
ウ
は
一
人
称
と
し
て
「
愚
」、「
愚
臣
」

と
述
べ
て
い
る
。
一
方
で
エ
は
、
賢
者
で
あ
る
四
兄
に
対
し
て
杜
甫
自
身

が
愚
者
で
あ
る
と
位
置
付
け
、
四
兄
へ
の
親
し
み
の
中
に
自
謙
な
い
し
自

　
　
紀
伝
道
文
人
の
家
門
意
識
と
教
育
　
―
愚
息
・
鞭
撻
の
両
語
を
め
ぐ
っ
て
―

出
　
口
　
　
　
誠
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の
よ
う
に
、
自
ら
の
係
累
を
「
愚
」
と
卑
下
す
る
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。

た
だ
し
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
境
界
に
「
愚
子
」
の
語
が
あ
る
。
用
例
を
挙

げ
よ
う
。

ク
　
若
夫
賢
父
之
有
二
愚
子
一
、
此
由
二
天
道
自
然
一
。

　
　
若
し
夫
れ
賢
父
の
愚
子
有
る
は
、
此
れ
天
道
自
然
に
由
る
。

 

（『
孔
叢
子
』
居
衛
）

ケ
　
囲
棋
堯
舜
以
教
二
愚
子
一
、
博
殷
紂
所
レ
造
。

　
　
囲
棋
は
堯
舜
の
以
て
愚
子
に
教
へ
、
博
は
殷
紂
の
造
る
所
な
り
。

 

（『
藝
文
類
聚
』
巻
七
十
四
「
囲
碁
」
所
引
「
晉
中
興
書
」）

コ
　
失
レ
学
従
二
愚
子
一
　
無
レ
家
住
二
老
身
一

　
　
学
を
失
ひ
て
愚
子
に
従
ひ

　
家
無
く
し
て
老
身
を
住
す

 

（
杜
甫
「
不
レ
離
二
西
閣
一
二
首
（
一
）」）

　「
愚
子
」
は
、
ク
・
ケ
の
よ
う
に
他
者
の
子
を
指
し
て
、
そ
の
子
が
愚

か
で
あ
る
と
す
る
用
法
が
主
で
あ
る
。
し
か
し
コ
で
は
、「
失
レ
学
従
二
愚

子
一
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
杜
甫
「
屏
跡
三
首
（
二
）」
に
「
失
レ
学

従
二
児
懶
一
」
と
あ
る
の
と
同
想
で
、「
愚
子
」
が
学
問
を
し
な
い
の
に
任

せ
る
こ
と
を
言
う
。
つ
ま
り
コ
は
、
学
問
を
し
な
い
わ
が
子
を
「
愚
子
」

と
称
し
て
自
嘲
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
日
本
の
用
例
を
確
認
し
よ
う
。
サ
～
セ
は
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
末

ま
で
の
「
愚
」
の
用
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
愚
」

は
中
国
と
同
様
に
、
上
位
者
に
対
す
る
自
謙
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た（

４
）。

エ
　
与
レ
兄
行
年
校
二
一
歳
一
　
賢
者
是
兄
愚
者
弟

　
　
兄
と
行
年
一
歳
を
校く

ら

ぶ
る
も

　
賢
者
は
是
れ
兄
愚
者
は
弟

 

（
杜
甫
「
狂
歌
行
贈
二
四
兄
一
」）

オ
　
唯
深
達
二
蕭
王
一
、
願
進
二
愚
策
一
、
以
佐
レ
国
安
レ
人
。

　

　
　 

唯
だ
深
く
蕭
王
に
達
し
て
、
願
く
は
愚
策
を
進
め
、
以
て
国
を
佐た

す

け

人
を
安
ん
ぜ
ん
と
。

 

（『
後
漢
書
』
巻
十
七
、
馮
岑
賈
伝
）

　
一
方
で
、「
息
」
は
子
息
の
意
を
指
す
。
カ
の
「
賤
息
」
は
子
息
を
卑

下
し
て
謙
遜
す
る
表
現
で
あ
る
が
、
類
例
は
極
め
て
少
な
い（

３
）。

キ
の
よ
う

に
、
た
だ
子
息
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

カ
　
老
臣
賤
息
舒
祺
、
最
少
不
肖
、
而
臣
衰
、
竊
憐
二
愛
之
一
。

　
　 

老
臣
の
賤
息
舒
祺
、
最
少
不
肖
な
れ
ど
も
、
臣
衰
へ
、
竊
か
に
之
を

憐
愛
す
。

 

（『
史
記
』
巻
四
十
三
、
趙
世
家
）

キ
　
兄
即
清
河
崖
公
之
第
五
息
、
嫂
即
太
原
公
之
第
三
女
。

　
　
兄
は
即
ち
清
河
崖
公
の
第
五
息
、
嫂

あ
に
よ
めは

即
ち
太
原
公
の
第
三
女
な
り
。

 

（
張
鷟
『
游
仙
窟
』）

　
こ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、「
愚
息
」
は
子
息
が
愚
か
で
あ
る
と
し
て

謙
遜
す
る
表
現
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
唐
代
以
前
に
は
、
自
ら

の
所
為
を
愚
と
称
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
愚
息
」
や
「
愚
父
」
な
ど
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一
方
で
、
次
に
挙
げ
る
ソ
・
タ
は
、「
愚
息
」
の
初
例
と
第
二
例
に
あ

た
る
。
い
ず
れ
も
天
皇
に
対
す
る
上
表
で
あ
り
、
そ
の
中
で
「
愚
息
」
と

述
べ
て
、
わ
が
子
が
愚
か
で
あ
る
と
へ
り
く
だ
る
も
の
で
あ
る
。
ソ
・
タ

は
前
述
し
た
サ
～
ス
と
同
時
期
の
用
例
で
あ
り
、
上
位
者
に
対
し
て
謙
遜

す
る
た
め
に
「
愚
」
と
卑
下
す
る
点
で
、
ど
ち
ら
も
一
連
で
あ
る
と
言
い

う
る
。

ソ
　 

散
位
正
五
位
下
小
倉
王
上
表
曰
、（
中
略
）
但
得
二
愚
息
内
舍
人
繁

野
、
及
小
倉
兄
別
王
之
孫
内
舍
人
山
河
等
款
一
偁
。

　
　 

散
位
正
五
位
下
小
倉
王
上
表
し
て
曰
は
く
、（
中
略
）
但
だ
愚
息
内

舍
人
繁
野
、
及
び
小
倉
兄
別
王
の
孫
内
舍
人
山
河
等
の
款
を
得
て
偁

す
。

 

（『
日
本
後
紀
』
巻
十
二
、
延
暦
二
十
三
（
八
〇
四
）
年
六
月
二
十
一
日
）

タ
　 

二
品
中
務
卿
兼
大
宰
帥
親
王
抗
表
曰
、
臣
先
請
二
愚
息
改
レ
姓
為
一レ
臣
。

　
　 

二
品
中
務
卿
兼
大
宰
帥
親
王
抗
表
し
て
曰
は
く
、
臣
先
づ
愚
息
の
姓

を
改
め
て
臣
と
為
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
。

 

（『
日
本
三
代
実
録
』
巻
十
七
、
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
二
月
十
四
日
）

　
こ
の
よ
う
に
、
上
位
者
に
対
し
て
謙
遜
す
る
た
め
に
、「
愚
息
」
と
い

う
表
現
が
発
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
以
降
の
「
愚

息
」
の
用
例
は
、
一
条
朝
期
に
活
躍
し
た
紀
伝
道
文
人
で
あ
る
大
江
匡
衡

を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
次
は
大
江
匡
衡
の
漢
詩
文
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

サ
　 

右
大
臣
従
二
位
兼
左
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
内
麻
呂
、
縁
レ
病
上
二
表

辞
一レ
職
曰
、（
中
略
）
伏
願
辞
二
罷
官
職
一
、
養
二
疾
私
第
一
、（
中
略
）

然
則
陛
下
爵
レ
不
レ
失
レ
実
、
愚
臣
免
レ
不
レ
避
レ
賢
。

　
　 

右
大
臣
従
二
位
兼
左
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
内
麻
呂
、
病
に
縁
り
て
職

を
辞
せ
ん
と
上
表
し
て
曰
は
く
、（
中
略
）
伏
し
て
願
は
く
は
官
職

を
辞
罷
し
、
私
第
に
養
疾
せ
ん
と
、（
中
略
）
然
ら
ば
則
ち
陛
下
実

を
失
は
ざ
る
を
爵
し
、
愚
臣
賢
に
避ゆ

ず

ら
ざ
る
を
免
る
。

 

（『
日
本
後
紀
』
巻
二
十
二
、
弘
仁
三
（
八
一
二
）
年
九
月
二
十
一
日
）

シ
　
今
所
レ
請
者
、
欲
レ
令
三
群
臣
重
弁
議
以
聞
二
愚
臣
之
鬱
結
一
也
。

　
　 

今
請
ふ
所
の
者
は
、
群
臣
を
し
て
重
ね
て
弁
議
し
て
以
て
愚
臣
の
鬱

結
を
聞
か
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。

　
　（
菅
原
道
真
「
請
レ
令
三
議
者
反
二
覆
検
税
使
可
否
一
状
」

『
菅
家
文
草
』
巻
九
［
六
〇
二
］）

ス
　
斯
乃
尊
閤
所
レ
照
、
愚
儒
何
言
。

　
　
斯
れ
乃
ち
尊
閤
の
照
ら
す
所
な
れ
ば
、
愚
儒
何
を
か
言
は
ん
。

 

（
三
善
清
行
「
奉
二
菅
右
相
府
一
書
」『
本
朝
文
粋
』
巻
七
［
一
八
七
］）

セ
　
聊
述
二
愚
管
一
、
伏
待
二
天
裁
一
。

　
　
聊
か
愚
管
を
述
べ
て
、
伏
し
て
天
裁
を
待
た
ん
。

　
　（
紀
斉
名
「
申
下
犯
二
平
頭
一
及
第
不
及
第
幷
犯
二
蜂
腰
一
落
第
例
等
上
状
」

『
本
朝
文
粋
』
巻
七
［
一
七
九
］）



― 6 ―

テ
　
今
年
両
度
慰
二
心
緒
一
　
愚
息
遇
レ
恩
之
至
哉

　

　
　
今
年
両
度
心
緒
を
慰
む

　
愚
息
恩
に
遇
ふ
の
至
り
か
な

　

　
　 （「
寛
弘
三
年
三
月
四
日
、
聖
上
於
二
左
相
府
東
三
条
第
一
被
レ
行
二
花

宴
一
。
余
為
二
序
者
一
兼
講
レ
詩
。
講
レ
詩
之
間
、
左
丞
相
伝
二
勅
語
一
曰
、

以
二
式
部
丞
挙
周
一
補
二
蔵
人
一
者
。
風
月
以
来
未
三
嘗
聞
二
此
例
一
、
時
人

栄
レ

之
。
不
レ

堪
二

感
躍
一
、
書
レ

懐
題
二

于
相
府
書
閣
壁
上
一

」

 

『
江
吏
部
集
』
巻
中
）

ト
　 

春
花
栄
耀
去
年
序
【
東
三
条
花
宴
献
レ
序
、
講
席
之
間
愚
息
挙
周

補
二
侍
中
一
。
父
子
拝
舞
】　
秋
月
清
吟
今
夜
詩

　
　 

春
花
栄
耀
す
去
年
の
序
【
東
三
条
花
宴
に
序
を
献
じ
、
講
席
の
間
愚

息
挙
周
侍
中
に
補
せ
ら
る
。
父
子
拝
舞
す
】

　
　
秋
月
清
吟
す
今
夜
の
詩

 

（「
秋
日
東
閤
林
亭
即
事
応
レ
教
」『
江
吏
部
集
』
巻
上
）

ナ
　
愚
息
前
年
為
二
侍
読
一
　
老
儒
今
日
祝
二
長
生
一

　
　
愚
息
前
年
侍
読
と
為
る

　
老
儒
今
日
長
生
を
祝
ふ

　
　 （「
昔
祖
父
江
中
納
言
延
喜
聖
代
奉
レ
付
二
両
皇
子
之
名
一
【
朱
雀
院
天

皇
・
天
暦
天
皇
】、
天
暦
聖
代
奉
レ
付
二
両
皇
子
之
名
一
【
冷
泉
院
天

皇
・
円
融
院
天
皇
】。
叔
父
左
大
丞
奉
レ
付
二
当
今
之
名
一
。
江
家
代
々

之
功
大
也
。
匡
衡
承
二
家
風
一
、
寛
弘
五
年
十
月
奉
レ
付
二
若
宮
之

名
一
、
寛
弘
六
年
十
二
月
奉
レ
付
二
今
君
之
名
一
。
聊
著
二
遺
華
一
、
貽
二

来
葉
一
。
夫
用
二
其
言
一
、
不
レ
廃
二
其
人
一
。
聖
主
賢
臣
之
本
意
也
」

 

『
江
吏
部
集
』
巻
中
）

二
、
大
江
匡
衡
に
お
け
る
愚
息

　
大
江
匡
衡
に
は
複
数
の
男
子
が
あ
り
、
挙
周
、
能
公
と
、
養
子
の
時
棟

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
結
果
的
に
こ
の
う
ち
の
挙
周
が
匡
衡
の
後
を
継
ぐ

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
じ
つ
は
匡
衡
が
「
愚
息
」
と
言
う
と
き
は
、

つ
ね
に
挙
周
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
い
も
の
か
ら
順
に
、

匡
衡
の
「
愚
息
」
の
用
例
を
示
そ
う
。

チ
　
喜
三
愚
息
挙
周
賜
二
学
問
料
一
聊
写
レ
所
レ
懐
寄
二
呈
廊
下
諸
賢
一

　
　 

愚
息
挙
周
の
学
問
料
を
賜
は
る
こ
と
を
喜
び
聊
か
懐
ふ
所
を
写
し
て

廊
下
諸
賢
に
寄
呈
す

 
（
同
題
『
江
吏
部
集
』
巻
中
）

ツ
　 

方
今
情
慵
病
侵
、
官
冷
齢
仄
。
姓
江
翁
、
望
二
江
楼
一
亦
有
レ
便
、
員

外
郎
、
遊
二
外
土
一
亦
無
レ
妨
。
所
二
賷
持
一
者
祖
父
養
生
抄
三
巻
、
坐

臥
巻
舒
、
所
二
相
従
一
者
愚
息
起
居
郎
一
人
、
晨
昏
左
右
。

　
　 

方
に
今
情
慵も

の
う

く
し
て
病
侵
し
、
官
冷す

さ
ま

じ
く
し
て
齢
仄か

た
む

く
。
姓
江
の
翁

な
れ
ば
、
江
楼
を
望
む
に
亦
た
便
有
り
、
員
外
郎
な
れ
ば
、
外
土
に

遊
ぶ
に
亦
た
妨
げ
無
し
。
賷
持
す
る
所
の
者
は
祖
父
養
生
抄
三
巻
、

坐
臥
に
巻
舒
し
、
相
従
ふ
所
の
者
は
愚
息
起
居
郎
一
人
、
晨
昏
に
左

右
す
。

　
　（「
八
月
十
五
夜
野
亭
対
レ
月
言
レ
志
」
序

『
江
吏
部
集
』
巻
上
・『
本
朝
文
粋
』
巻
八
［
二
一
四
］）
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ニ
　 

右
伏
検
二
故
実
一
、
菅
原
・
大
江
両
氏
、
建
二
立
文
章
院
一
、
分
二
別
東

西
曹
司
一
。
為
二
其
門
徒
一
、
習
二
儒
学
一
、
著
二
氏
姓
一
之
者
、
済
済

于
レ
今
不
レ
絶
。
因
レ
斯
此
両
家
之
伝
二
門
業
一
、
不
レ
論
二
才
不
才
一
、

不
レ
拘
二
年
歯
一
。（
中
略
）
夫
然
則
累
代
者
見
レ
重
、
起
家
者
見
レ
軽

明
矣
。
方
今
能
公
聚
レ
窓
之
蛍
、
漸
照
二
蠹
簡
一
、
過
レ
庭
之
鯉
、
志

在
二
竜
門
一
。
若
不
二
吹
嘘
一
、
何
期
二
成
立
一
。

　
　 

右
伏
し
て
故
実
を
検
す
る
に
、
菅
原
・
大
江
両
氏
、
文
章
院
を
建
立

し
、
東
西
曹
司
を
分
別
す
。
其
の
門
徒
と
為
り
、
儒
学
を
習
ひ
、
氏

姓
を
著
す
者
、
済
済
と
し
て
今
に
絶
え
ず
。
斯
に
因
り
て
此
両
家
の

門
業
を
伝
ふ
る
や
、
才
不
才
を
論
ぜ
ず
、
年
歯
に
拘
ら
ず
。（
中
略
）

夫
れ
然
ら
ば
則
ち
累
代
は
重
ん
ぜ
ら
れ
、
起
家
は
軽
ん
ぜ
ら
る
る
こ

と
明
ら
か
な
り
。
方
に
今
能
公
窓
に
聚
む
る
蛍
、
漸
く
蠹
簡
を
照
ら

し
、
庭
に
過
ぐ
る
鯉
、
志
は
竜
門
に
在
り
。
若
し
吹
嘘
せ
ず
ん
ば
、

何
ぞ
成
立
を
期
せ
ん
や
。

 

（「
申
二
男
能
公
学
問
料
一
状
」『
本
朝
文
粋
』
巻
六
［
一
七
四
］）

　「
聚
レ
窓
之
蛍
、
漸
照
二
蠹
簡
一
、
過
レ
庭
之
鯉
、
志
在
二
竜
門
一
」
は
、
捕

ま
え
た
蛍
を
光
源
と
し
て
読
書
し
た
車
胤
の
故
事
と
、『
論
語
』
季
氏
篇

に
見
ら
れ
る
孔
鯉
の
故
事
と
を
踏
ま
え
る
。
要
す
る
に
、
能
公
は
読
書
に

励
み
な
が
ら
対
策
及
第
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か

し
能
公
は
、『
権
記
』
寛
弘
八
年
九
月
十
五
日
条
に
民
部
丞
と
し
て
言
及

さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
対
策
に
及
第
し
た
と
は
伝
わ
ら
な

い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
不
レ
論
二
才
不
才
一
」
は
決
し
て
謙
遜
で
は

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
方
で
、
こ
れ
に
先
立
つ
長
徳
二
（
九
九
六
）
年
ご
ろ
に
、
匡
衡
が
右

　
チ
は
や
や
古
く
長
保
元
年
以
前
の
も
の
で
、
ツ
～
ナ
は
寛
弘
年
間
の
も

の
で
あ
る
。
チ
～
ナ
は
い
ず
れ
も
上
表
で
は
な
く
、
天
皇
に
対
し
て
へ
り

く
だ
る
ソ
・
タ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
テ
・
ト
の
よ
う
に
上
位
者
に
陪
し

た
際
の
詩
も
あ
る
と
お
り
、
わ
が
子
を
謙
遜
し
て
「
愚
息
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
が
、
詩
題
や
自
注
に
お
い
て
用
い
る
な
ど
、
必
ず
し
も

謙
遜
し
な
く
て
よ
い
場
面
で
も
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
ツ
は
寛
弘
二
（
一
〇
〇
五
）
年
八
月
に
匡
衡
が
近
江
に
静
養
し
た

際
の
詩
序
で
、
匡
衡
に
た
だ
一
人
付
き
従
う
挙
周
を
「
愚
息
」
と
称
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
上
位
者
へ
の
敬
意
と
言
う
よ
り
は
、
匡
衡
の
孤
独
や
寂

寞
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
謙
遜
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
ツ

以
外
の
四
例
は
挙
周
の
出
世
を
喜
ぶ
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に

テ
・
ト
・
ナ
は
そ
れ
ぞ
れ
寛
弘
三
、
四
、
六
年
の
も
の
で
、
毎
年
の
よ
う

に
出
世
す
る
挙
周
に
対
す
る
期
待
が
読
み
取
れ
る
。

　
前
に
確
認
し
た
コ
で
も
、
杜
甫
が
詩
中
で
「
愚
子
」
と
称
し
て
い
た
。

た
だ
し
「
失
レ
学
」
と
も
す
る
よ
う
に
、
わ
が
子
の
愚
か
さ
を
自
嘲
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
匡
衡
の
場
合
、
挙
周
が
愚
か
で
あ
る
と
し
て
貶

す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
挙
周
を
言
祝
ぐ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
挙
周
が
本
当
は
愚
か
で
な
い
か
ら
こ
そ
、「
愚
息
」
が
謙
遜
に
な
る

と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
し
か
し
匡
衡
の
詩
文
に
あ
っ
て
も
、
わ
が
子
の
愚
か
な
面
を
暴
露
す
る

例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
匡
衡
が
長
保
四
（
一
〇
〇
二
）
年
五
月
に
能

公
の
学
問
料
を
申
請
し
た
奏
状
で
は
、「
不
レ
論
二
才
不
才
一
」
と
才
学
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
能
公
に
学
問
料
を
支
給
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
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ノ
　
痴
児
不
レ
知
二
父
子
礼
一
　
叫
怒
索
レ
飯
啼
二
門
東
一

　
　
痴
児
は
父
子
の
礼
を
知
ら
ず

　
叫
怒
し
て
飯
を
索
し
て
門
の
東
に
啼
く

 

（
杜
甫
「
百
憂
集
行
」）

　
ネ
は
楊
素
の
子
で
あ
る
玄
感
を
「
痴
児
」
と
言
う
。
楊
素
は
李
密
の
才

覚
を
見
出
し
、
玄
感
を
任
せ
た
が
、
玄
感
は
つ
い
に
煬
帝
に
叛
逆
し
て
し

ま
う
「
痴
児
」
で
あ
っ
た
。
ノ
で
は
、
父
子
の
礼
を
弁
え
ず
に
食
事
を
求

め
て
泣
く
わ
が
子
を
「
痴
児
」
と
す
る
。
匡
衡
は
ノ
の
よ
う
に
、
ま
だ
幼

さ
の
残
る
わ
が
子
た
ち
を
「
痴
児
」
と
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
匡
衡
の

男
子
の
う
ち
、
挙
周
は
大
江
家
を
継
ぐ
べ
く
順
調
に
出
世
を
重
ね
、
養
子

の
時
棟
も
後
に
大
学
頭
と
な
っ
た
が
、
能
公
は
目
立
っ
た
事
績
を
残
さ

ず
、
お
そ
ら
く
は
対
策
及
第
を
果
た
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
匡
衡
は
、

「
痴
児
」
を
「
大
成
」
さ
せ
、
わ
が
子
を
大
江
家
の
後
継
者
と
し
て
育
て

上
げ
よ
う
と
「
鞭
撻
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、「
鞭
撻
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て

　
い
ま
い
ち
ど
、
ヌ
の
「
鞭
三
撻
痴
児
之
不
二
学
問
一
、
悦
二
朝
恩
一
而
励
二

大
成
一
」
と
い
う
一
節
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
と
い
う
の
も
、
確
認
す
る

限
り
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
「
鞭
撻
」
の
語
の
初
例
で
あ
り
、
特
徴
的
な

表
現
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
漢
語
「
鞭
撻
」
は
、
も
と
も
と
は
鞭
で

打
っ
て
使
役
し
た
り
懲
ら
し
め
た
り
す
る
こ
と
を
指
し
た
が
、
転
じ
て
励

ま
す
意
に
も
用
い
ら
れ
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
匡
衡
が
目
に
し
え
た
で

あ
ろ
う
「
鞭
撻
」
の
用
例
で
あ
る
。

中
弁
を
兼
任
し
た
い
と
願
い
出
た
奏
状
に
は
、
希
望
通
り
に
兼
官
が
叶
え

ば
、「
老
母
」
に
孝
養
す
る
ほ
か
、「
痴
児
」
が
学
問
を
し
な
い
の
を
鞭
撻

し
、
朝
恩
に
喜
ん
で
大
成
を
励
ま
し
た
い
と
あ
る
。

ヌ
　 

安
三
慰
老
母
之
欲
二
傾
殞
一
、
但
競
二
夕
漏
一
以
捧
二
微
禄
一
、
鞭
三
撻
痴

児
之
不
二
学
問
一
、
悦
二
朝
恩
一
而
励
二
大
成
一
。

　
　 

老
母
の
傾
殞
せ
ん
と
欲
す
る
を
安
慰
し
、
但
だ
夕
漏
に
競
ひ
て
以
て

微
禄
を
捧
げ
、
痴
児
の
学
問
せ
ざ
る
を
鞭
撻
し
、
朝
恩
に
悦
び
て
大

成
を
励
ま
さ
ん
。

 

（「
申
二
右
中
弁
一
状
」『
朝
野
群
載
』
巻
九
）

　
ヌ
で
は
「
老
母
」
と
「
痴
児
」
と
を
対
に
し
て
、
い
ず
れ
も
匡
衡
の
窮

状
を
引
き
立
た
せ
つ
つ
、
兼
官
が
叶
っ
た
未
来
を
展
望
し
て
い
る
。
一
方

で
、
こ
こ
で
の
「
痴
児
」
は
、
誰
か
ひ
と
り
だ
け
に
限
る
わ
け
で
は
な
い

も
の
と
も
読
め
る
。「
痴
児
」
も
愚
か
な
子
を
指
す
語
で
あ
る
が
、「
愚

息
」
の
よ
う
に
わ
が
子
の
謙
称
と
し
て
熟
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
中

国
に
は
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

ネ
　 

楊
素
既
知
二
密
之
才
幹
、
合
一レ
為
二
王
之
爪
牙
一
、
委
二
之
痴
児
一
、
卒

為
二
謀
主
一
。

　
　 

楊
素
既
に
密
の
才
幹
の
、
合ま

さ

に
王
の
爪
牙
と
為
る
べ
き
こ
と
を
知

り
、
之
に
痴
児
を
委
ね
る
も
、
卒
に
謀
主
為
り
。

 

（『
旧
唐
書
』
巻
五
十
三
、
李
密
伝
）
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ハ
は
、
呉
や
趙
の
滅
亡
を
例
に
他
国
に
侵
攻
す
る
愚
を
説
く
も
の
で
、

民
衆
を
強
制
的
に
使
役
す
る
と
い
う
意
と
し
て
「
鞭
撻
」
の
語
を
用
い
て

い
る
。
ヒ
は
、
甯
越
は
師
の
家
か
ら
帰
る
の
が
遅
く
な
り
夜
を
犯
し
て
し

ま
っ
た
が
、
王
承
は
勉
学
に
励
む
甯
越
を
「
鞭
撻
」
す
る
の
は
理
に
反
す

る
と
考
え
、
釈
放
し
て
家
に
帰
し
て
や
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の

「
鞭
撻
」
は
懲
罰
を
加
え
る
こ
と
を
指
す
。

　
一
方
で
フ
は
、
張
孝
廉
が
及
第
し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
て
、
同
郷
の
老

人
た
ち
は
子
孫
を
「
鞭
撻
」
し
て
勉
強
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
詠
う
。
こ
の

詩
句
は
、『
千
載
佳
句
』
や
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
す
で
に
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
。
こ
こ
で
の
「
鞭
撻
」
は
、
た
と
え

ば
『
和
漢
朗
詠
集
』
永
済
注
の
よ
う
に
「
ウ
チ
サ
イ
ナ
ミ
テ
」
な
ど
と
解

釈
す
る
余
地
も
あ
る
。
た
だ
し
、『
千
載
佳
句
』・『
和
漢
朗
詠
集
』
に
お

い
て
及
第
や
慶
賀
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で

も
及
第
へ
の
祝
意
を
述
べ
る
詩
句
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ

よ
う
。
そ
の
場
合
、「
鞭
撻
」
の
暴
力
性
は
後
景
化
し
、
む
し
ろ
「
励
ま

す
」
と
い
う
く
ら
い
に
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
も
そ
も
、
ヌ
も
「
励
二
大
成
一
」
と
い
う
文
脈
で
あ
っ
た
。
匡
衡
は

フ
を
直
接
の
典
拠
と
し
て
、
わ
が
子
が
学
問
を
し
な
い
の
を
、
フ
で
「
江

南
諸
父
老
」
が
「
子
孫
」
に
そ
う
し
た
よ
う
に
、
対
策
及
第
を
目
指
し
て

勉
強
せ
よ
と
励
ま
す
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
佳
句
を
典
拠
と
し

て
、「
鞭
撻
」
を
「
励
ま
す
」
の
意
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
当
時

の
人
々
に
と
っ
て
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
し
か
し
、
典
拠
は
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
國
立
故
宮
博
物
院
本
ほ
か

の
『
蒙
求
』
古
注
本
を
見
る
と
、「
王
承
魚
盗
」
句
の
注
に
ヒ
と
ほ
ぼ
同

文
が
引
か
れ
て
お
り
、
や
は
り
「
鞭
撻
」
云
々
と
あ
る
。
当
時
は
『
蒙

ハ
　 

蓋
物
無
二
定
方
一
、
事
無
二
常
勢
一
。
是
以
呉
侵
二
斉
境
一
、
遂
致
二
句

践
之
師
一
、
趙
納
二
韓
地
一
、
終
有
二
上
平
之
役
一
。
矧
乃
鞭
二
撻
疲

民
一
、
侵
二
軼
徐
部
一
、
築
二
塁
擁
川
一
、
捨
レ
信
邀
レ
利
。

　
　 

蓋
し
物
に
定
方
無
く
、
事
に
常
勢
無
し
。
是
を
以
て
呉
は
斉
境
を
侵

し
て
、
遂
に
句
践
の
師い

く
さ

を
致ま

ね

き
、
趙
は
韓
地
を
納
め
て
、
終
に
上
平

の
役
有
り（

５
）。

矧い
は

ん
や
乃
ち
疲
民
を
鞭
撻
し
、
徐
部
を
侵
軼
し
て
、
擁

川
に
築
塁
し
、
信
を
捨
て
利
を
邀も

と

む
る
を
や
。

 

（
北
魏
・
魏
収
「
檄
レ
梁
文
」『
芸
文
類
聚
』
巻
五
十
八
、
檄
）

ヒ
　 

王
安
期
作
二
東
海
郡
一
。
吏
録
二
一
犯
レ
夜
人
一
来
。
王
問
、
何
処
来
。

云
、
従
二
師
家
一
受
レ
書
還
、
不
レ
覚
二
日
晩
一
。
王
曰
、
鞭
二
撻
甯
越
一

以
立
二
威
名
一
、
恐
非
二
致
レ
理
之
本
一
。
使
二
吏
送
一
令
レ
帰
レ
家
。

　
　 

王
安
期
東
海
郡
と
作
る
。
吏
一
の
夜
を
犯
す
人
を
録
し
来
る
。
王
問

は
く
、
何
れ
の
処
よ
り
来
る
と
。
云
は
く
、
師
の
家
よ
り
書
を
受
け

て
還
る
に
、
日
晩
を
覚
え
ず
と
。
王
曰
は
く
、
甯
越
を
鞭
撻
し
て
以

て
威
名
を
立
つ
る
は
、
恐
ら
く
は
理
を
致
す
本
に
非
ず
と
。
吏
を
し

て
送
ら
し
め
て
家
に
帰
ら
し
む
。

 

（『
世
説
新
語
』
政
事
）

フ
　
想
得
江
南
諸
父
老

　
因
レ
君
鞭
二
撻
子
孫
一
多

　
　 

想
ひ
得
た
り
江
南
の
諸
父
老

　
君
に
因
り
て
子
孫
を
鞭
撻
す
る
こ
と

多
き
こ
と
を

　
　（
章
孝
標
「
送
二
張
孝
廉
帰
一レ
呉
」『
千
載
佳
句
』
及
第
、

 

『
和
漢
朗
詠
集
』
慶
賀
［
七
六
七
］）
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命
感
や
親
心
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
匡
衡
は
わ
が
子
を

「
鞭
撻
」
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
院
政
期
以
降
の
「
愚
息
」

　
お
そ
ら
く
は
匡
衡
が
「
愚
息
」
の
語
を
多
用
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
、

一
条
朝
以
後
に
は
「
愚
息
」
の
用
例
が
増
え
て
ゆ
く
。
院
政
期
ご
ろ
ま
で

は
正
格
漢
文
の
中
に
し
か
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
後
は
日
記
や
和
文
脈
の

中
に
も
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
匡
衡
の
よ
う
に
漢
詩
や
そ
の

自
注
に
用
い
る
例
を
、
院
政
期
の
漢
詩
を
収
め
る
『
本
朝
無
題
詩
』
か
ら

ぬ
き
出
そ
う
。

ヘ
　 

題
レ
詩
還
恥
彫
竜
跡

　
対
レ
燭
易
レ
驚
舐
犢
心
【
愚
息
頻
漏
二
灯
燭
料

之
恩
一
。
故
云
】

　
　 

詩
を
題
し
て
還
っ
て
恥
づ
彫
竜
の
跡

　
燭
に
対
ひ
て
驚
き
易
し
舐
犢

の
心
【
愚
息
頻
り
に
灯
燭
料
の
恩
に
漏
る
。
故
に
云
ふ
】

 

（
藤
原
季
綱
「
爐
辺
言
レ
志
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
五
［
三
四
八
］）

ホ
　 

竜
駒
七
日
成
二
雲
雨
一
　
鶴
子
千
年
刷
二
羽
毛
一
【
李
部
少
卿
相
二
伴
子

息
一
加
二
座
右
一
、
其
中
少
子
専
受
二
岐
嶷
之
性
一
、
又
期
二
箕
裘
之

業
一
。
予
携
二
愚
息
敦
周
一
、
不
レ
堪
二
慈
愛
一
、
称
二
其
才
能
一
。
憶
レ

子
之
道
、
賢
愚
惟
同
。
故
云
】

　
　
竜
駒
七
日
に
し
て
雲
雨
を
成
し

　
鶴
子
千
年
に
し
て
羽
毛
を
刷す

く

　
　 【
李
部
少
卿
子
息
を
相
伴
し
て
座
右
に
加
へ
、
其
中
の
少
子
は
専
ら

岐
嶷
の
性
を
受
け
、
又
箕
裘
の
業
を
期
す
。
予
愚
息
敦
周
を
携
へ

求
』
を
幼
学
書
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
た
め
、
ヒ
の
故

事
も
常
識
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
王
承
は
勉
学
に
励

む
甯
越
を
「
鞭
撻
」
し
な
か
っ
た
が
、
匡
衡
は
学
問
を
し
な
い
「
痴
児
」

を
「
鞭
撻
」
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
王
承
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
匡
衡

の
「
痴
児
」
は
「
鞭
撻
」
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
立
場
と
い
う
事
に
な
る
。

　
そ
の
た
め
、
日
本
に
お
い
て
ま
だ
熟
し
て
い
な
か
っ
た
「
鞭
撻
」
の
語

感
を
想
像
す
る
に
、
励
ま
す
と
い
う
前
提
が
あ
り
つ
つ
も
、
懲
罰
す
る
と

い
う
印
象
も
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
匡
衡
が
あ
え
て
「
鞭
撻
」
の
語
を

用
い
た
の
は
、
た
と
え
実
際
に
「
ウ
チ
サ
イ
ナ
ミ
」
は
し
な
い
に
せ
よ
、

い
わ
ば
叱
咤
す
る
と
い
う
語
感
を
意
図
し
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
さ
き
ほ
ど
、
本
当
は
愚
か
で
な
い
か
ら
こ
そ
「
愚
息
」
が
謙
遜
に
な
る

と
述
べ
た
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
た
と
え
ば
フ
の
「
子
孫
」
を
「
鞭
撻
」

す
る
と
い
う
表
現
よ
り
も
、
匡
衡
の
よ
う
に
「
不
二
学
問
一
」
な
る
「
痴

児
」
を
「
鞭
撻
」
す
る
と
表
現
し
た
方
が
、
よ
り
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
自
身
の
窮
状
を
訴
え
て
任
官
を
求
め
る
申
官

爵
奏
状
の
特
性
に
適
し
た
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
匡
衡
の
実
際
の
悩
み

を
吐
露
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
ニ
に
も
表
れ
て
い
る
通
り
、
匡
衡
は
大
江
家
の
学
問
を
伝
え
る
こ
と
に

使
命
感
を
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
匡
衡
が
「
愚
息
」
の
語
を
多
用
し
た
の

は
、
上
位
者
に
へ
り
く
だ
る
こ
と
に
よ
り
敬
意
を
示
す
と
い
う
以
上
に
、

わ
が
子
の
賢
愚
に
人
一
倍
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
挙
周
が
順
調
に
出

世
す
る
こ
と
を
喜
び
、
謙
遜
し
て
み
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
挙
周
だ
け
を

「
愚
息
」
と
称
し
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
門
業
の
後
継
者
と
し
て
期

待
を
か
け
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
匡
衡
に
と
っ
て
の
「
愚
息
」

は
、
紀
伝
道
を
支
え
る
べ
き
大
江
家
の
後
継
者
を
育
て
た
い
と
い
う
、
使
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る
。
鎌
倉
時
代
ま
で
の
三
例
を
引
こ
う
。

ミ
　 

同
年
九
月
廿
六
日
、
愚
息
左
親
衛
相
公
溘
然
長
逝
、
承
保
二
年
乙
卯

三
月
十
三
日
、
又
家
督
礼
部
納
言
尋
而
薨
逝
。

　
　 

同
年
九
月
廿
六
日
、
愚
息
左
親
衛
相
公
溘
然
と
し
て
長
逝
し
、
承
保

二
年
乙
卯
三
月
十
三
日
、
又
家
督
礼
部
納
言
尋
い
で
薨
逝
す
。

　
　（
大
江
佐
国
「
宇
治
大
納
言
遣
二
唐
石
蔵
闍
梨
許
一
書
」

 

『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
）

ム
　
来
廿
三
日
、
愚
息
二
人
可
レ
加
二
元
服
一
。

　
　
来
た
る
廿
三
日
、
愚
息
二
人
元
服
を
加
ふ
べ
し
。

 

（『
雲
州
往
来
』
巻
中
末
）

メ
　 

伊
予
の
入
道
は
、
を
さ
な
く
よ
り
絵
を
よ
く
書
き
侍
り
け
り
。
父
う

け
ぬ
事
に
な
ん
思
へ
り
け
り
。
無
下
に
幼
少
の
時
、
父
の
家
の
中
門

の
廊
の
壁
に
、
か
は
ら
け
の
わ
れ
に
て
不
動
の
立
ち
給
へ
る
を
書
き

た
り
け
る
を
、
客
人
誰
と
か
や
慥
か
に
聞
き
し
を
忘
れ
に
け
り
、
こ

れ
を
見
て
、「
た
が
書
き
て
候
ふ
に
か
」
と
、
お
ど
ろ
き
た
る
気
色

に
て
問
ひ
け
れ
ば
、
あ
る
じ
う
ち
わ
ら
ひ
て
、「
こ
れ
は
ま
こ
と
し

き
も
の
の
か
き
た
る
に
は
候
は
ず
。
愚
息
の
小
童
が
書
き
て
候
」
と

い
は
れ
け
れ
ば
（
後
略
）

　
　（『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
一
、
画
図
第
十
六

 

「
伊
予
入
道
幼
少
の
時
不
動
明
王
の
像
を
画
く
事
」）

て
、
慈
愛
に
堪
へ
ず
、
其
の
才
能
を
称
す
。
子
を
憶
ふ
道
は
、
賢
愚

惟
れ
同
じ
。
故
に
云
ふ
】

 
（
藤
原
茂
明
「
秋
日
山
居
即
事
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
七
［
四
四
六
］）

マ
　 

風
帆
行
路
霽
弥
遠

　
水
駅
帰
心
秋
早
寒

　
　
愚
息
二
人
還
咲
レ
父

　
為
レ
何
遥
赴
二
海
西
瀾
一

　
　
風
帆
行
路
霽は

れ
て
弥い

よ
い

よ
遠
く

　
水
駅
帰
心
秋
早す

で

に
寒
し

　
　 

愚
息
二
人
還
た
父
を
咲わ

ら

は
ん

　
何
の
為
め
に
か
遥
に
海
西
の
瀾な

み

に
赴

く
と

　
　（
蓮
禅
「
遅
二
留
江
泊
一
戯
賦
二
舟
中
事
一
」

 
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
七
［
五
〇
六
］）

　
三
例
の
う
ち
ヘ
・
ホ
は
紀
伝
道
文
人
に
よ
る
詩
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
注
で

わ
が
子
を
「
愚
息
」
と
称
し
て
い
る
。
ヘ
で
は
「
愚
息
」
が
学
問
料
に
漏

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
親
心
を
言
い
、
ホ
で
は
「
李
部
少
卿
」
の
男
子

の
優
秀
さ
を
褒
め
つ
つ
も
、「
愚
息
敦
周
」
を
愛
し
て
や
ま
な
い
茂
明
の

親
心
が
、
子
の
賢
愚
に
か
か
わ
ら
ず
「
李
部
少
卿
」
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
る
。
ま
た
マ
は
、
蓮
禅
が
船
旅
の
最
中
に
「
帰
心
」
を
抱
い
た
時

に
、「
愚
息
二
人
」
は
父
の
愚
か
さ
を
笑
う
で
あ
ろ
う
自
嘲
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
本
朝
無
題
詩
』
の
三
例
に
お
け
る
「
愚
息
」

も
、
謙
譲
す
る
意
図
が
あ
る
場
合
に
し
て
も
、
上
位
者
に
対
し
て
絶
対
的

な
敬
意
を
示
す
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
た
だ
の
謙

称
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
愚
息
」
の
「
愚
」
に
愚
か
と
い
う
意
味
を
持

た
せ
る
場
合
も
あ
る
。

　
一
方
で
詩
以
外
に
目
を
向
け
る
と
、「
愚
息
」
の
用
例
が
一
挙
に
増
え
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（
使
用
テ
ク
ス
ト
）

　
本
稿
で
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
主
に
以
下
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際

し
、
私
に
字
体
・
句
読
点
・
訓
読
を
改
め
た
。
こ
の
ほ
か
、
杜
甫
の
漢
詩

は
『
杜
甫
全
詩
訳
注
』
に
よ
っ
た
。

『
孔
叢
子
』
＝
四
部
叢
刊
。『
史
記
』・『
漢
書
』・『
後
漢
書
』・『
三
国
志
』・

『
旧
唐
書
』
＝
点
校
本
二
十
四
史
（
中
華
書
局
）。『
世
説
新
語
』
＝
新
釈

漢
文
大
系
。『
藝
文
類
聚
』
＝
宋
本
（
上
海
古
籍
出
版
社
）。『
文
選
』
＝

全
釈
漢
文
大
系
。『
游
仙
窟
』
＝
游
仙
窟
校
注
（
中
華
書
局
）。『
日
本
後

紀
』・『
日
本
三
代
実
録
』・『
朝
野
群
載
』
＝
新
訂
増
補
国
史
大
系
。『
菅

家
文
草
』
＝
日
本
古
典
文
学
大
系
。『
千
載
佳
句
』
＝
歴
博
本
（
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
蔵
貴
重
典
籍
叢
書
）。『
和
漢
朗
詠
集
』
＝
和
歌
文
学
大

系
。『
江
吏
部
集
』
＝
板
本
群
書
類
従
。『
本
朝
文
粋
』
＝
新
日
本
古
典
文

学
大
系
。『
雲
州
往
来
』
＝
雲
州
往
来
享
禄
本
研
究
と
総
索
引
。『
古
今
著

聞
集
』
＝
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
。『
和
漢
朗
詠
集
』
永
済
注
＝
和
漢

朗
詠
集
古
注
釈
集
成
。

注（
１
）『
新
選
漢
和
辞
典
』
第
八
版
（
小
学
館
、
二
〇
一
一
）。

（
２
） 

中
世
文
書
に
お
け
る
「
愚
息
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
瀬
野
精
一
郎
「
愚
身
・
愚

妻
・
愚
息
」（『
日
本
歴
史
』
五
百
八
十
四
、
一
九
九
七
）
に
言
及
が
あ
る
。

（
３
） 

た
と
え
ば
こ
の
他
に
「
豚
犬
」
の
語
が
あ
る
。
も
と
は
『
三
国
志
』
巻
四
十
七
、

呉
書
・
呉
主
伝
の
裴
注
所
引
「
呉
歴
」
に
「
生
子
当
レ
如
二
孫
仲
謀
一
、
劉
景
升
児

子
若
二
豚
犬
一
耳
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
人
の
子
を
貶
す
語
で
あ
っ
た
。
自
分
の

子
息
を
「
豚
犬
」
と
称
す
る
例
と
し
て
、『
旧
五
代
史
』
巻
二
十
七
、
唐
書
・
荘

宗
紀
（
一
）
に
、「
梁
祖
聞
二
其
敗
一
也
、
既
懼
而
歎
曰
、
生
子
当
レ
如
レ
是
、
李
氏

不
レ
亡
矣
。
吾
家
諸
子
乃
豚
犬
爾
」
と
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
は
前
掲
「
呉
歴
」

を
踏
ま
え
て
わ
が
子
を
卑
下
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
例
外
的
で
あ
る
。

　
ミ
は
『
本
朝
無
題
詩
』
と
並
び
早
い
例
で
、
承
保
四
（
一
〇
七
七
）
年

三
月
に
源
隆
国
が
成
尋
に
送
っ
た
書
状
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
家
督
」
の

対
と
し
て
「
愚
息
」
の
語
を
用
い
て
お
り
、
今
は
亡
き
次
男
で
あ
る
隆
綱

の
こ
と
を
謙
称
し
て
い
る
。
ま
た
『
雲
州
往
来
』
で
は
、
ム
を
は
じ
め
と

す
る
書
状
三
通
の
中
で
「
愚
息
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
雲
州
往

来
』
は
紀
伝
道
文
人
で
あ
る
藤
原
明
衡
に
よ
る
と
さ
れ
る
書
状
の
文
例
集

で
、
紀
伝
道
文
人
以
外
に
も
広
く
参
照
さ
れ
た
。
瀬
野
精
一
郎
は
金
沢
貞

顕
の
書
状
中
の
「
愚
息
」
の
用
例
を
指
摘
す
る
が（

６
）、

特
に
書
状
を
起
点
と

し
て
「
愚
息
」
の
語
が
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
メ
の
よ
う

に
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
和
文
脈
の
中
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
た

だ
し
、
わ
が
子
の
賢
愚
に
焦
点
を
当
て
た
上
で
、
あ
え
て
「
愚
息
」
と
称

す
る
こ
と
は
少
な
く
な
る
。

　
誰
に
と
っ
て
も
、
わ
が
子
の
賢
さ
や
愚
か
さ
は
重
大
な
関
心
事
と
な
り

う
る
。
し
か
し
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
紀
伝
道
文
人

は
、
後
継
者
を
育
成
し
て
学
問
を
継
が
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
子

息
の
教
育
に
人
一
倍
熱
心
で
あ
っ
た
。
就
中
大
江
匡
衡
は
、
大
江
家
の
学

問
の
継
承
が
国
家
的
に
重
要
で
あ
る
と
ま
で
主
張
す
る
中
で
、
わ
が
子
に

期
待
や
愛
情
を
か
け
る
か
ら
こ
そ
「
鞭
撻
」
す
る
と
称
し
、
ま
た
か
え
っ

て
「
愚
息
」
と
謙
遜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
匡
衡
に
続
く
紀
伝
道
文
人
た

ち
も
、
後
継
者
と
な
る
べ
き
わ
が
子
の
才
学
に
強
く
関
心
を
持
っ
て
い
た

か
ら
こ
そ
、
わ
が
子
の
こ
と
を
「
愚
息
」
と
い
う
謙
称
す
る
よ
う
に
な

り
、
か
つ
単
な
る
謙
称
以
上
の
意
味
を
響
か
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
一
方
で
、
第
三
者
に
対
し
て
自
分
の
子
息
を
謙
遜
す
る
場
面
で

便
利
で
あ
っ
た
た
め
、
書
状
な
ど
に
よ
っ
て
「
愚
息
」
の
語
が
広
ま
り
、

今
に
至
る
ま
で
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
４
） 

こ
の
ほ
か
、「
而
老
父
齡
傾
、
青
衫
不
レ
改
二
於
柴
靡
之
裏
一
、
愚
子
年
少
、
朱
衣

漫
曳
二
於
周
行
之
間
一
」（
大
江
朝
綱
「
為
二
賀
茂
保
憲
一
請
下
以
レ
所
二
帯
爵
一
譲
中
親

父
忠
行
上
状
」『
本
朝
文
粋
』
巻
六
［
一
七
〇
］）
や
「
其
才
劣
焉
、
雖
レ
似
二
至
愚

之
老
父
一
、
其
祖
顕
矣
、
誠
是
前
賢
之
末
孫
」（
菅
原
文
時
「
申
二
男
惟
熙
学
問

料
一
状
」『
本
朝
文
粋
』
巻
六
［
一
七
二
］）
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
提
出
者
の
父
や
子
の
た
め
の
奏
状
で
あ
り
、
そ
の
中
で
提
出
者
自
身
を
「
愚

子
」
や
「
至
愚
之
老
父
」
と
謙
称
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
５
） 

趙
が
秦
に
敗
れ
、
滅
亡
の
原
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
戦
争
は
、
ふ
つ
う
「
長
平
の

役
」
と
い
う
。
誤
字
か
。

（
６
）
瀬
野
、
前
掲
（
２
）。

 
（
で
ぐ
ち

　
ま
こ
と

　
金
沢
学
院
大
学
）


